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要約

監査を通じ企業の法令違反を発見した際、行政は通常その企業を直ぐに処罰せずに改善

命令を発動し法令遵守を促す。そして、企業が改善命令に従わない場合に改めて処分を下

す。しかし時に、法令違反の発見時に直ぐに企業を処罰するいわゆる直罰規定を適用する

ことがある。直罰規定の下で、行政は、監査で企業の法令違反を発見した段階で一定程度

の罰則を課し改善命令を発動し命令に従わない段階でさらに厳しい処分行う、二段階施行

を実施する。この論文の目的は、簡単な経済モデルを利用し直罰規定を伴う二段階施行の

効力を分析することである。罰則金の絶対水準が増加した時、行政が相対的に監査活動を

強化することを示す。
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1. 序論

41 

この論文の目的は、直罰規定を伴う二段階施行の効力を分析することである。議論をすす

めるにあたって、最初に二段階施行の事例を幾つか紹介しておきたい。

日本の大気汚染防止法は1970年の公害国会を機に大幅に改正された。産業の発展と環境の

調和を述べた条項いわゆる予定調和条項は削除され、大気汚染防止法の規制対象となる地域

が全国に拡大され指定地域制度も廃止された。また、自治体が国の法律を上回る厳しい環境

規制を条例によって導入すること、いわゆる上乗せ規制を利用することが認められるように

なった 1)。この法改正のおりに直罰規定も導入された。法改正以前でも企業は排出基準を遵

守する義務があったが、その義務違反に対し罰則規定は設けられていなかった。行政は、企

業を指導し改善命令を発動することによって、企業の環境規制の遵守を間接的に担保してい

た。法改正以降は直罰規定が導入され、排出基準に違反した企業は直ちに処罰されることと
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なった 2)。昭和48年の環境白書の第 4章第一節に以下の記述がある。

排出基準違反に対する直罰規定が設けられたことに伴い、単発的違反には直罰規定によ

り対処することとし、改善命令は、ばい煙発生施設の不備のため継続的に排出基準に適合

しないばい煙を排出し、またはそのおそれがあるある場合に発動するものとし、人の健康

または生活環境に係る被害の発生を未然に防止することに重点を移すこととした。

さて、環境規制以外の分野の例では、迷惑メールの防止に直罰規定が利用されるように

なったことが記憶に新しい。 2005年の法改正以降、送信者を偽った広告・宣伝メールの送付

は禁止され、違反者に対しては 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることと

なった。法改正以前は、迷惑メールの送付者に対して行政命令を発動、行政命令に従わな

かった場合にのみ罰則を課すという間接罰が適用されていた。

これらの事例が示す様、行政は一般的に最終的な行政処分を担保に改善命令を発動し企業

に法令の遵守を促している。しかし、法令違反が多発し施行活動を通じた企業の業務改善が

期待されにくくなると、法体系を見直し直罰規定を導入する。

確かに、法令違反の多発や施行活動の効力低下は直罰規定の導入へ結びつく。しかし、こ

うした条件が満たされていても、直罰規定が利用されない場合がある。例えば、消費者が食

品偽装表示の防止策として食品表示を規定する JAS法を見直し直罰規定を導入することを

行政に要請しているが、これはいまだ実現されていない 3¥ 

この論文の目的は、直罰規定を伴う二段階施行の効力について分析することである。この

論文では、行政が次のように施行活動を実施すると仮定する。行政は始めに企業を監査し法

令の遵守状況を確認する。違反を発見した企業には改善命令を発動し行政指導を行う。その

後、包括的な調査を実施し、企業が法令を遵守しているかを再確認する。改善命令に従わず

法令に違反していることを再発見した場合、行政はその企業に操業停止などの厳しい処罰を

課す。

二段階施行は幾つかの先行研究で紹介されている。続く第二章では、これらの先行研究の

内容を紹介する。第 3章では、基本モデルを提示する。このモデルを分析し、直罰規定を伴

う二段階施行を利用し企業の法令順守状況を改善するための条件を提示する。施行資源が豊

富な場合や十分な罰則が担保できる場合、行政が二段階施行を利用し企業の規制遵守率を向

上させうることを示す。一般的に、法令の遵守費用は企業間で異なる。二段階施行の効率性

を詳しく検証するためには、企業の法令の遵守費用に関する密度分布を特定化する必要があ

る。第 4章では、企業の法令遵守費用が一様分布で与えられる場合について考察し、比較静
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学の結果を提示する。最後の第 5章では、結論を述べる。

2. 先行研究

43 

法令あるいは規制の遵守促すため、行政は何らかの手段で企業の操業状況を検査しなけれ

ばならない。 Shavell(1991)やMookherjeeand Png (1992) は、検査方法を 2種類に大別

している。一つは遵守状況に関する情報を持たずに企業を検査する方法であり、こうした方

法を彼らは監査（一般施行）と呼んでいる。もう一つは遵守状況に関する何らかの情報に基

づいて企業を検査する場合であり、こうした活動を彼らは調査（特定施行）と呼んでいる。

両論文は、行政がこれらの 2種類の検査方法（監査と調査）をどのように併用すべきかを考

察している。

両論文では、調査を実施するかどうかを決定する際に用いられる情報が外生的に与えられ

るものと仮定されている。しかし、実際には遵守状況についての情報を入手するために行政

は何らかの費用を費やさなければならない。その後の研究は、遵守状況に関する情報を入手

する手段を幾つか提案している。

Kaplow and Shavell (1994)やLivernoisand McKenna (1999) は、自主申告制度の活用を

提案している。彼らの論文では、行政は企業の自主申告に基づいて調査活動を実施するか決

定する。規制違反を正直に自主申告した企業の罰則を弱めるかわりに、規制違反を正直に申

告しなかった企業の罰則を強化する。自主申告を活用し企業と交渉することにより、行政は

限られた施行資源を有効利用できる。こうした自主申告制度は、 EPAの施行活動などに実

際に利用されている 4)0 

施行活動の多くは長期にわたって展開される。 Greenberg(1984)や Harrington(1988) 

は、施行活動を繰り返しゲームとしてみなす。論文は法令を遵守した企業と法令違反をした

企業の間で差別的な取扱いをすることによって施行活動の効率を向上できることを示す。現

実の環境政策では、監査活動は過去の遵守状況を参考に実施されている。例えば、過去に法

令違反をした企業はより高い頻度で監査され、過去に法令遵守をしてきた企業はより低い頻

度で監査されている。

Heyes (2002) は、監査と調査の二段階施行を検討している。行政は施行状況に関する情

報を得るために第一段階で企業を監査し、その情報に基づいて第二段階の調査を実施するか

を決定する。第一段階の監査の結果得られるシグナルは誤差を伴う Noisyなものであり、行

政はこの情報に基づいて第二段階の調査を実施するか決定しなければならない。彼の論文

は、シグナルの利用の仕方が環境条件にどのように影響を及ぼすかを分析している。行政が

より厳しい基準で第二段階の調査を実施するようになった場合、遵守費用の安い企業は排出
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量を低下させるが、遵守費用の高い企業はむしろ排出量を増加させる。従って、厳しい基準

の適用が必ずしも現境改善に結びつくわけではない。

この研究ノートも Heyesと同様に行政が二段階施行を実施する場合を検討する。しかし、

この研究ノートでは、行政が第一段階の監査と第二段階の調査の間でどのように施行資源を

分配すべきかが考察される。 Heyesの論文は二段階施行が効率的であることを仮定し、第二

段階の調査方法を検証している。次章で、監査あるいは調査を単独で実施するよりも直罰規

定を伴う二段階施行を利用することが効率的である条件を示す。そして、二段階施行を利用

することが効率的な場合、法令遵守比率を最大化するために監査と調査の間でどのように施

行資源を分配すべきか分析する。

3. 基本モデル

行政が 1期間に利用できる施行資源を M とする。行政はこの資源を使いきり 2種類の施

行活動を段階的に実施する。第一段階ではx単位の監査活動を行う。監査活動を通じて法令

違反を発見すると、行政は企業に改善命令を発動し行政指導を行う。その後、行政は企業が

法令を遵守しているか第二段階でY単位の調査活動を実施する。なお、議論の簡略化のため

に、行政は企業が法令を遵守しているかどうかだけを問題にし、違反の程度は問題にしない

と仮定する。

監査活動の単価と調査活動の単価をそれぞれ 1とa とする。従って、行政の予算制約式

は、 M=x+ayで与えられる。調査活動に先立ち改善命令を発動し行政指導を行わなけれ

ばならないため a>lを仮定する。このパラメータ aは、監査活動と調査活動の費用差を示

す。 aが大きくなるにつれ、調査活動が監査活動に比べ割高になることを示す。なお、分析

を簡略化するために企業数を 1に標準化する。 M<1を仮定し、行政は 1期間で全ての企

業を監査することは出来ないものとする。

監査段階で法令違反が指摘された時に課される罰金を D とする。一方、改善命令に従わ

ず調査段階で法令違反が再発見された時に課される罰金を/3Dとする 0 /3 > 1を仮定する。

このパラメータ gは、直罰適用時に企業が支払う罰金額と改善命令を無視して処分が下され

た時に企業が支払う罰金額の差を示す。 gが大きくなると、第二段階の罰金が第一段階の罰

金に比べて高額になることを示す。また、ここでDは罰則の絶対的な水準を示す。罰金額

は外生的に決定されるものとし、行政はその裁量権で罰金額を変更することは出来ないもの

とする。

企業の法令遵守費用は c~Oで与えられ、その費用は企業間で異なるものと仮定する。分

析を容易にするために、企業の法令遵守費用は微分可能な密度関数f(c)に従い分布すると
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仮定する。また、累積分布関数をF(c) = Jc f (t) dtと定義し、 F(0) = 0、F(oo) = 1を仮

定する。

行政は様々な目標をもつが、この論文では、行政が法令を遵守する企業の比率を最大化す

ること目標にすると仮定する。

全ての企業は一定の確率で監査を受ける。監査の水準がXの時、各企業が監査を受ける確

率は7rl= Xであり、監査段階で法令違反をしている企業の期待費用は、

E [D1] = 1r1D = xD (1) 

となる。法令の遵守費用が十分に低い企業は、この直罰を避けるため法令を遵守する。特

に、法令の遵守費用がxDより小さい企業は法令を遵守し、累積密度関数を利用すると、そ

の割合は、

xD 

F(xD) = J J(t)dt 

゜で与えられる。一方、第一段階の監査で法令違反が指摘され、指導や改善命令が実行される

企業の割合は l-F(xD)となる。

監査を実施した後、第二段階の調査に利用できる施行資源は M-xとなり、調査費用が

aであるため、調査できる企業の数はたかだか(M-x)/aとなる。しかし、第一段階で法

令遵守が確認された企業は第二段階の調査の対象とならないため、第一段階で法令に違反し

た企業が第二段階で実際に調査される確率は、

M-x  
7r2 = 

a (1 -F (xD)) 

となる。企業が行政の改善命令を無視し再び法令違反をした場合、その期待費用は、

E[D叶=1r2f3D = 
M-x  

'Y D 
1-F (xD) 

(2) 

となる。ここで、 'Y= /3/aである。 1が大きい時は、行政処分時に企業に課される罰金額と

直罰時に企業に課される罰金額の間に大きな差がある場合、そして監査活動と調査活動の費

用差が小さい場合である。言い換えると、 1が大きい時は、調査活動が監査活動に比べて割

安である場合である。

二段階施行を実施する場合には、改善命令に違反した企業に対する期待罰金を最大化する

ことが行政の目標となる。第二段階の調査対象となる企業の期待費用は、第一段階の直罰規

定の期待費用E[D1]に第二段階の期待費用E[D2]を加えたものとなり、
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M-x 
Z(x)=xD+1 D 

1-F(xD) 
(3) 

となる。法令の遵守費用がこの水準より小さい企業は第二段階の調査までに法令を遵守する

こととなり、二段階施行を実施した時の遵守比率は、
Z(x) 

F (z (X)) = / f (t) dt (4) 

゜で与えられる。

直罰規定を伴う二段階施行のメカニズムは次の様にまとめられる。監査活動を強化するこ

とにより、行政は法令遵守費用の低い企業に法令の遵守を促せる。その結果、行政は指導を

行わなければならない企業の比率を低下させられる。しかし、監査活動に施行資源を費やす

結果、行政は行政指導や調査活動を実施できる機会を喪失する。従って、行政は監査活動と

調査活動の間で施行資源をどのように配分するかを考慮しなければならない。

始めに、式 3を利用して二段階施行を実施する方が効率的かどうかを検証したい。行政指

導を実施せず直罰規定のみで法令遵守を促す場合、企業は全ての施行資源を監査活動に投下

する。この時、 x=M、Z(M)=MDとなる。式 4を利用すると、監査活動だけを実行し

た場合の遵守比率は、

MD  

F (MD) = / f (t) dt 

と定義される。

一方、直罰規定を利用せずにもっぱら行政指導や改善命令で対応し、改善命令に従わな

かった場合にのみ企業を処罰する場合は、 x=O、Z(0) =刃M Dとなる。式 4を利用する

と、調査活動のみを実行した場合の遵守比率は、
"(MD 

FいMD)= / f (t) dt 

で定義される。

従って、 '"'I<1ならば、担保される罰則金の差 (/3) に比べて施行費用の差 (a)の方が

大きいので、監査活動に専念することが望ましい。逆に、 '"'I>1ならば、調査活動に専念す

ることが望ましい。

直罰規定を伴う二段階施行を実施することによって企業の遵守比率を改善できる場合は、

次のいずれかの場合である。
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条件式 2が成立

Z(x) 

MD  

条件式 1が成立

Z(x) 

MD  

'YMD 'YMD 

条件式 lが不成立

゜
M X 

゜
M X 

図 1a : 遵守費用の高い企業の法令違反時の罰金額 図 1b : 遵守費用の高い企業の法令違反時の罰金額

('Y < 1の場合） ('Y > 1の場合）

1) ,y=lの場合

M-x  
2) 1 < 1で、条件式 1(x十1 >M)を満たすXが(O,M)の領域に存在する場合

1-F (xD) 

M-x  
3) 1 > 1で、条件式 2(X十1 >1M)を満たすXが(O,M)の領域に存在する場合

1-F(xD) 

図 1aに1< 1の場合を図 1bに1> 1の場合をそれぞれ示している。先述した様、二段

階施行の下では、改善命令を受けた企業の法令違反時の罰金額Z(x)を最大化することが行

政の目的となる。条件式 2) と条件式 3) は、この Z(x)が(O,M)の領域で破線を超える場

合に成立する。これらの条件式は、施行資源が豊富な場合 (Mが大きい場合）、十分な罰則

が担保できる場合 (Dが大きい場合）に満たされやすい 5)0

命題 1 監査活動と調査活動の費用差を a、監査時と調査時の罰金額の差をf3とする。調査

活動と監査費用の費用差をちょうど罰金額の差に反映できる時、 ,=/3/a:=1の時、行政は

二段階施行を利用し企業の法令遵守比率を必ず向上できる。

直罰規定を伴う二段階施行の利用し法令遵守比率を改善するメカニズムは以下のとおりで

ある。直罰規定を伴う二段階施行を適用しない場合、行政は法令遵守費用に係らず全ての企

業に同一の罰則金を適用することとなる。一方、それを適用する場合、行政は法令遵守費用

の低い企業へ直罰時の低い罰金で対応し、法令遵守費用の高い企業へ行政処分時の高い罰金

で対応することとなる。従って、企業の法令遵守費用に応じた罰金を利用できるようになる

ため、一定の条件下で企業の法令遵守比率を改善できる。
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行政の最適化問題は以下のように定義される。

MAX Z(x) 
X 

s.t. 0~x~M 

内点解が存在する場合、最適化の 1階の条件は以下のようになる 6)。

dZ l -F (xD) -(M -x) f (xD) D 
石 =D [ 1 -'Y (1 -F (xD))2 l = 0 (5) 

この内点解に関して比較静学を行うことによって、以下の結果が得られる。

dx l -F (xD) -(M -x) f (xD) D 
-=-D 
dぅ＇

<0 
(1 -F (xD))2 

(6) 

行政が直罰規定を伴う二段階施行を適用している場合、第一段階の罰金額と第二段階の罰金

額の差が拡大すると行政は調査活動を強化する。一方、第一段階の監査費用と第二段階の調

査費用の差が拡大すると行政は監査活動を強化する。

dx = D2,y f (xD) 
dM 

>0 
(1 -F (xD))2 

(7) 

行政が直罰規定を伴う二段階施行を適用している場合、利用可能な施行資源が増加すると行

政は監査活動を強化する。

4. 法令の遵守費用が一様分布で与えられる場合

この章では、企業の法令遵守費用がO::;c::;Kの一様分布で与えられると仮定し、直罰規

定の二段階施行の条件について詳しく分析する。この一様分布に対応する密度関数と累積分

布関数は、それぞれf(c) = -
K' 

F (c) ＝一・
K 

となる。なお、監査で法令違反が指摘された時

に支払う罰金が法令の遵守費用より高い企業が存在すること、 K~DM を仮定する。法令

遵守費用が一様分布で与えられる場合、式 5の 1階の条件は、

1-xD/K-(M-x)D/K 

(1-xD/K)2 ＝ ー

~
 

で与えられる。これを解くと x=l土V刊1-DM/K)の2つの解が得られるが、 xく M<1 

の条件より、この内の一つ

x=lーい (1-芋）
が解となる。これについて比較静学を行うと、以下の 4つの結果が得られる。

dx dx dx dx 

d-y 
<0, - >0, 一

dM dK 
<0 ― 

'dD 
>0 

(8) 
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最初の二つの結果は、前章の結果のスペシャルケースである。

パラメータ Kは法令遵守が最も困難な企業の遵守費用を示す。 3つ目の結果は、この値

が増加すると監査活動が減少することを示す。パラメータ Dは法令違反の罰則の絶対水準

を示す。 4つHの結果は、この値が大きい場合に監査活動が増加することを示す。

次に行政が施行資源の中で監査活動に投下する資源の比率を

X l D 
s=豆＝豆―ロ

と定義し、パラメータの変化に応じてこの比率がどのように変化するか分析する。すると、

以下の結果が得られる。

ds dx 
"""'"一•••• ••一•••••一""""'"

d1 
< 0, 

dK 
< 0, 

ds 
"'●● """".  

dD 
>0 

第 1番目の結果は、調育活動が監査活動に比べて割安になると、行政は監育活動を相対的

に低下させることを示す。第 2番目の結果は、法令遵守が最も困難な企業の遵守費用が増加

すると、行政が監査活動を相対的に低下することを示す。第 3番目の結果は、社会が法令違

反を従前より悪質であると判断するようになり法令違反時の罰則金の絶対水準を増加させる

と、行政は監査活動を相対的に強化することを示す。最後に、施行資源の増加の影響を分析

すると、

ds 1 1 1 D —½DM 
因=―炉―可（正―戸） (Kー 21)

となるが、この符号は不定である。従って、利用可能な施行資源が増加した場合、行政が監

査活動と調査活動のどちらかを相対的に強化するか事前に知りえない。最後の 2つ結果を以

下の命題にまとめる。

命題2 行政が直罰規定を伴う二段階施行を適用しており、企業の法令の遵守費用が一様分

布で与えられると仮定する。罰則の絶対水準が増加した時、行政は監査活動を相対的に強化

する。しかし、施行資源が増加した時、行政が監査活動と調査活動のどちらの活動を強化す

るかは事前に知りえない。

5. 結論

監査活動を通じ企業が法令や規制に違反していることを発見した場合、行政は改善命令を

発動し企業に法令の遵守を促す。そして、改善命令を無視し企業が法令に再び違反している

ことを調査活動で発見した場合、厳しい行政処分を下す。しかし時に、行政は監査時に法令
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違反を発見した場合、直ちに企業に制裁を下す場合がある。この論文は、こうした直罰規定

を利用して施行活動を効率化するための条件を提示した。施行資源が豊富な場合や十分な罰

則が担保できる場合、行政が直罰規定を伴う二段階施行を利用し企業の規制遵守率を向上さ

せうることを示した。

外部条件の変化を受け行政が監査活動と調査活動のどちらを強化するかを検証した。比較

静学の結果によれば、罰則の絶対水準が増加した時、行政は調査活動に比べ監査活動を相対

的に強化する。しかし、施行資源が増加した場合に行政が監査活動と調査活動のどちらの活

動を相対的に強化するかは事前に知りえない。この点については、データを利用した実証研

究による検証が必要である。

付録 1. 

条件式 2と条件式 3において、 Dは左辺第 2項の分母のみに存在する。 F(cD)はDにつ

いての単調増加関数であり、 Dが大きい時に両条件式が成立する。

条件式 1は、

(1 -F (xD) -,y) (M -x) < 0 

と変形しうる。この条件式は、 1-F (xD) -,y < 0の時、 M の大小に係らず成立する。一

方、条件式 2は、

(1 -F (xD) -,y) x + ,yF (xD) M > 0 

と変形しうる。この条件式は、 M が大きい時に成立する。

付録 2.

xをmの関数とし、 X('Y)と表記する。最大化を実現する X('Y)は、次の条件を満たす。

8Z (x ('Y),'Y) 
ぬ 三O

この恒等式の両辺を Tについて微分し変形すると、

dx (,y) 

d,y 
＝一

f}2 Z (X ('"'() ,'"'()/OXあ

82 Z (X ('"'() ,'"'() / OX2 

が得られる。 X が最大化条件を満たす時、右辺の分母は負になる。従って、左辺の符号は、

右辺の分子の符号で決定される。 2次の交差項を調べると、

82 Z (x (,y) , ,y) 1 -F (xD) -(M -x) f (xD) D 
=-D 

枷あ 1 -F (xD)) 

が得られる。この式の右辺の分子は、 1階の条件式より正となる。従って、次の比較静学の
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結果

dx 1 -F (xD) -(M -x) f (xD) D 
-=-D  <0 
d1 (1 -F (xD))2 

が導かれる。同様な手順で、もう一つの比較静学の結果

dx 
= D21 

f (xD) 
dM (1 -F (xD))2 

>0 

も導かれる。

注

1) この法改正にともなって、規制対象物が拡大し、燃料規制と粉塵規制が導入された。
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2)同年水質汚濁防止法にも直罰規定が導入され、決められた基準を超え排水を行った事業所は直ちに処

罰されることとなった。

3)第162回国会衆議院農林水産委員会会議録による。

4) EPA(2000)をみよ。

5)詳細は付録 1をみよ。

6) ここでは、 'Y> 0のための必要条件D< (l -F (xD))/(M -x) f (xD)が満たされると仮定す

る。
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